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は じめ に

16年半におよぶピノチェト軍事政権のあとに成立したエイルウィン政権

(1990年 3月 ～94年 3月 )が民主化政策で一定の成果を収めたことは,次

の点に示されているといえよう。すなわち,後継大統領を選ぶ93年12月 の

選挙では与党連合「コンセルタシオン」擁立のフレイ候補が勝利したが (得

票率58.01%),チ リで現職大統領の継承候補が国民に選ばれるのは48年ぶ

りのことだった。また,70年代末以降に民政移管したラテンアメリカ諸国

で,初代文民政権がそのまま与党に政権を引き継ぐのも初めてのことだっ

たのである。

軍政から民政への移行の成否を決める鍵の 1つ は,新生文民政権 と軍部

との関係にある。ラテンアメリカ南部諸国 (ア ルゼンチン,プラジル,ウ

ルグアイ,チ リ)の場合,その焦点は「人権問題」にあった。周知のとお

り,こ れらの国で成立した官僚主義的権威主義軍事政権の目的は,政治的

要求を活性化させた大衆の排除にある。この過程で凄惨な人権侵害事件が

引き起こされ,そ の遺産を解消することに 良主主義を標糖する新生文民

政権にとって重要な政治課題だった。しかしこの課題への対応には慎重さ

が要求される。すなわち,軍部の責任を強硬に断罪すれば,文民・軍部関

係を不安定化させて民主化過程を危険にさらす。とはいえ,軍部に対する
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遠慮から無策にすぎれば,民主政権 としての存在意義が問われ,大衆の支

持を失いかねない。

チ リでは,大統領職を退いたピノチェ ト将軍がいぜんとして陸軍司令官

に留まり,軍部の特権擁護のための大 きな影響力を保持 している。エイル

ウィン政権はこうレた環境で,人権問題の責任追及と文民・軍部関係の安

定化という二律背反的目標にいかに取り組んだのだろうか。そして国民か

らの支持を獲得しつつ,いかに民主化過程を成功に導いたのだろうか。

民政移管後のチリ政府が直面した人権分野の課題は,「過去の人権問題

の解決」と「将来にわたる人権の保障」に大別される。前者は軍政期に発

生した人権問題を解決することであり,こ れを被害の性質で分類すれば,

①軍部の弾圧による死亡者・行方不明者,②政治囚,③自外追放者の諸問

題がある。また,政策目標で分類すれば,①人権侵害事件の真相解明:②

責任者の処罰,③被害者の救済・支援・補償があげられよう。一方,後者

には,①軍事政権が制定した人権軽視の諸法令の改廃と,②人権侵害の温

床となった諸制度の改革 (軍部に対する文民統制の確立や司法改革など)

による人権保障の制度化があるり。

従来のラテンアメリカ民主化論では,政治エリートの行動,すなわち,

軍政派と反軍政派との対話や合意形成の過程に焦点が当てられることが主

流であり,人権問題もその1つの取引材料との位置づけから注目されてき

た。しかし,新生文民政権が具体的にいかなる人権政策を遂行したかを検

証した研究は必ずしも多くなく,ま た,そ うした例外的研究においても,

分析対象が軍政期に発生した人権侵害事件の責任追及問題とそれにともな

う文民・軍部関係の展開に限られがちだった幼。人権問題が民主化の重要争

点であるならば,それに関する諸政策を網羅的に視野に入れ,そ の成果と

限界を綿密かつ総合的に理解することは不可欠だろう。本稿はこうした観

点から,人権政策全体を分析の中心に据えて民政移管後チリの民主化過程

の特質を浮き彫りにしようとするものである。

多岐にわたる人権問題を簡潔にとらえるために,以下, Iか らⅢの各節
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で人権侵害死亡者・行方不明者問題,政治囚問題,国外追放者問題の順に

エイルウィン政権の政策 と成果を検討する。また,進捗 していない責任者

処罰については,第Ⅳ節で取 り上げる。そして最後に,人権政策に反映さ

れたチリの民主化過程の特質について論じたい。

I 人権侵害事件の真相解明=真実和解委員会の活動

1。 エイルウィン政権の方針と真実和解委員会の設置

ピノチェト軍事政権が反体制派を暴力的に弾圧し,死亡者や行方不明者

を大量に発生させたことは公然の事実であり,ま た,内外からの非難の的

だった。しかしながら,こ れらの事件の真相は軍政期には間に葬られてい

た。したがって,そ の解決はエイルウィン政権にとって緊急かつ最重要の

課題だった。

エイルウィン大統領は「真実と和解の国家委員会 (Comisi6n Nacional

de Verdad y Reconciliaci6n)」 (以下,真実和解委員会)を設置して,こ

の課題に取 り組んだ(1990年 4月 25日施行大統領令第355号。
)。 委員会の任

務は,軍政期に発生した人権侵害事件に関する情報を収集し,個々の事件

の経緯詳細を立証するとともに犠牲者の氏名 と行方を特定すること,およ

び,こ れらの調査結果をもとに,犠牲者への補償策や人権侵害の再発防止

策を提言することであり, 9か月以内に大統領へ報告書を提出することと

された。

エイルウィン政権の基本方針は,次の 3点に集約される。第 1は ,以下

のような問題解決の手順である。すなわち,大統領令にも示されていると

おり,エ イルウィン政権は人権侵害事件の真相を把握することを排他的優

先課題とし,事件の責任者の法的処罰,犠牲者への補償,そ して国民和解

は,真相解明のあとに着手されるべき課題 と位置づけた。これは順序とし

て自然な流れであるが,同時に,真実和解委員会が真相を調査中であると

いう事実によって,そ の他の諸課題への政府による取 り組みを先送 りする

ことを正当化する効果をもった。つまり,民政移管直後の不安定期に政府



ラテンアメリカ研究年報m16(1996年 )        129

表 1 エイルウィン政権期の人権問題をめぐる主な動向

(1990年 )

3月 11日 エイルウィン政権発足

エイルウィン大統領,臨時国会を召集。クンプリー ド諸法案を

上程

エイルウィン大統領,23名 の政治囚に個別恩赦を供与

真実和解委員会設置 (大統領令第355号 )

エイルウィン・ ピノチェト会談 (第 1回 )

ピノチェト司令官,エイルウィン大統領主催の午餐会を欠席

陸軍,真実和解委員会の活動を懸念する公式声明

エイルウィン・ ピノチェト会談 (第 2回 )

ピサグァで軍政期行方不明者の遺体が大量に発見される

陸軍,1973年クーデターの正当性を主張する公式声明

カトリック教会声明「真相の受容」

政府声明「誰も真実を恐れるべからず」

「法律第18,994号 :国家帰国対策庁設置法」公布

陸軍待機令事件

真実和解委員会報告書取り扱いに関する議会内全与野党党首の

協力合意

「法律第19,027号 :テ ロ取締法改正法」公布

真実和解委員会,大統領に報告書を提出

与野党共同文書「平和のための提言」

「法律第19,047号 :ク ンプリード法」公布

エイルウィン大統領,真実和解委員会報告書に関する各界要人

との協議を開始

「法律第19,029号 :死刑廃止法」公布

エイルウィン大統領,真実和解委員会報告書を公表

下院,真実和解委員会に謝意を示す決議を全会一致で採択

政府,ク ンプリード法に基づきンテリエル事件審理の再開を最

高裁に請求

国家安全保障審議会開催。各軍が真実和解委員会報告書への見

解を提出

4月 25日

5月 3日

4日

25日

28日

6月 3日

13日

8月 4日

20日

12月 19日

(1991年 )

1月 14日

24日

2月 8日

14日

21日

23日

3月 4日

7日

12日

27日
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28日

4月 1日

7月 15日

8月 28日

10月

12月 11日

14日

(1992年 )

1月 4日

2月 7日

2月 8日

4月 7日

7月

11月 4日

(1993年 )

4月 19日

5月 5日

28日

8月 3日

9月 30日

10月 9日

(1994年)

2月

3月 12日

3月 26日

政府,真実和解委員会をめぐる論争の終結を宣言

「法律第19,055号 :憲法第 9条等改正法」公布,テ ロ囚の恩赦

可能に

最高裁,レテリエル事件担当の特命判事を任命 (審理再開へ)

「法律第19,074号 :国外追放者の国外取得資格・学位認定法」

公布

政治囚83名にまで減少

「法律第19,102号 :臨時判事任命法」公布

バルデス上院議長,終止符大赦法の構想を提唱

クンプリード法により,1991年 中に2,236件 の審理が軍事裁判所

から通常裁判所へ移管

「法律第19,114号 :ク ンプリード法補完法」公布

「法律第19,128号 :国外追放者帰国時免税法」公布

「法律第19,123号 :人権侵害犠牲者補償法」公布

社会党議員,1978年大赦布告廃止法案を上程 (後 に廃案に)

政治囚38名にまで減少

「法律第19,172号 :テ ロ悔悟法」公布

「法律第19,209号 :補償和解公団設置期間更新法」公布

政治囚釈放政策の変更 (テ ロ囚に恩赦を供与)

政治囚19名 にまで減少

ボイナソ (陸軍懸念表明)事件

エイルウィン法案の上程方針の発表 (後に法案撤回,廃案に)

「法律第19,248号 :帰国対策措置延長法」公布

「内務省政令第1,359号 :補償和解公団設置延長政令」公布

全政治囚の釈放が実現

フレイ政権発足

エイルウオン大統領に恩赦された最後のテロ囚が手続きを終え

出国

(出所)筆者作成
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が性急な成果を国民に示したり,あ るいは政府のより直接的な政策遂行が

軍部や急進的反軍政派を刺激したり,激しい政治論争の的になることを避

けることを可能化したのである。。

第 2は ,責任者処罰の方策である。エイルウィン政権は個々の人権侵害

事件に対する裁判,犯罪事実の確定,責任者の特定,刑罰の適用は司法府

の排他的権限であるとの立場をとった。つまり,追及されるべき責任は,

個々の事件に関与した個人の法的責任に限定された。このことは,軍事政

権,あるいは軍部の包括的な政治的・道義的責任を追及しないとの保証を

軍部に与える意味をもつ。大統領令にも「真実和解委員会は司法府が排他

的に有する裁判権を行使することはなく,ま た,結審していない審理に介

入することはない。それゆえ,知 り得た情報をもとに個々の事件の責任者

を宣言することは行わない」とわざわざ明記されている。

第 3は ,広範な合意形成を目指した点である。エイルウィン政権は人権

政策を親軍政派を含む広範な合意のうえに遂行することに努めた。そのた

め,軍事政権側が引き起こした事件 とともに,軍人や軍事政権側の人間が

犠牲となった政治暴力事件も真実和解委員会の調査対象とされた。しまた,

委員会の構成員 (法曹界の重鎮ラウル・ ンティグを委員長として計 8名 )

に,反軍政 0人権擁護活動で名高いハイメ・カスティジョ弁護士らととも

に,ピ ノチェト政権で内務省の人権部門責任者を務めたリカル ド・ マルテ

ィン任命上院議員が政府の意向で起用されている。

2.陸軍の異議申し立て

上述のとおり,エ イルウィン政権の方針は軍部への対決姿勢を極力排し

たものであり,ま た,法的解釈の面でも,真実和解委員会が軍部全体や軍

人個人を裁 く権限をもつと誤解される余地はまったくなかった。しかしな

からぅビツチ土卜旬令管と睦章は委員会に対する臭議申し立てを再三行っ

た。以下にその経緯を具体的に描写することによって,民政移管直後の人

権問題論争の推移と陸軍・政府関係の性格をとらえておきたい。 |

最初の異議申し立ては,真実和解委員会の設置から9日後 (5月 3日 ),
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エイルウィン大統領とピノチェト司令官の民政移管後初めてとなる会談で

行われた。この会談で,委員会活動をめぐる両者の意見が衝突し,ピ ノチ

ェト司令官はその翌日に予定されていた陸・海・空・警察軍司令官を招待

しての大統領主催の午餐会を欠席するとの行動をとった。。さらに陸軍は「委

員会の活動目的が不明確であり,ま た,陸軍とその司令官の威信を傷つけ

る勢力に悪用されている」との非難を公式声明として発表するにいたった

(5月 25日 )。

この声明は,軍部による政治への介入として政界や国民から強い反発を

招いた。エイルウィン大統領は直ちにピノチェト司令官を招致し,同司令

官から真実和解委員会の調査への協力を拒むものではないとの言質を引き

出して,と りあえず事態を収拾させた(第 2回会談 :5月 28日 )。 しかしな

がら,その直後,軍政期に強制収容所が置かれていたチリ北部ピサグァで,

軍部に連行された行方不明者の遺体が大量に発見されるとの出来事が発生

し(6月 3日 ),人権問題論争がいつそう過熱した。エイルウィン大統領は

「犯罪の責任はそれを犯した個人にあり,したがって組織が裁かれるべき

ではない」と敢えて述べたものの,軍部批判の声は収まらなかった。一方,

陸軍は公式声明として「クーデター当時,チ リは内戦状態にあり,軍部の

介入は国民からの要請だつた」などと反論した(6月 13日 )。

敵対的感情の昂揚を憂慮したカトリック教会は「戦争状態を理由として,

正当化できない行為を弁明すべきではない。甚大な心の痛みを被った人び

とは,贖宥の精神でチリを治癒してほしい」との声明「真相の受容」を発

表し,論争の沈静化に努めた (同 日)。 政府も「誰も真実を恐れるべからず」

と題する声明で,真実和解委員会が把握しつつあつた人権侵害犠牲者の概

数 (行方不明者数約800,死亡者数約1,000)を あらかじめ公表するとの予

備的措置をとり,全国民が忍耐と平静さを保つべきとの呼びかけを行った

(8月 4日 )η。しかし,左派勢力は,委員会がその権限を越えてでも人権

侵害責任者の氏名を公表するべきことを主張し,軍部への対決感情を露に

した。また,混乱を避けるあまりに調査結果の全貌は公表されないのでは



ラテンアメリカ研究年報ヽ 16(1996年)        133

ないかとの懸念も一部でなされため。

真実和解委員会の活動期限が近づくにつれて国内で高まっていた緊追感

は,12月 19日 に頂点に達する。陸軍はこの日,突然「第 1水準待機令」を

発して,全上の軍隊を戦闘準備態勢下においたのである。このクーデター

まがいの行動は陸軍の結東力を誇示するたいへん威圧感のあるもので,国

内外に大きな衝撃を与えるとともに,陸軍批判勢力に対する強い牽制とし

て作用した。

この事態は政界で強 く憂慮され,超党派の有力議員有志の呼びかけを契

機に,軍政擁護の立場をとる独立民主同盟 (UDI)か ら左派の社会党までの

議会内与野党の全党首が会談し,真実和解委員会の調査結果と文民・軍部

関係に関して緊密な協議と協力を保つことで合意した (1991年 1月 14日 )。

さらに,委員会による大統領への報告書提出日 (2月 8日 )を選んで,「チ

リ社会の全勢力がそれぞれ犠牲者を有したこと,そ の全勢力がこれらの責

任を免れないことを認識するべきである。真実と裁きには精神的寛大さと

未来志向で取 り組み,平和と和解を実現させなければならない」とする 7

党共同文書「平和のための提言」を発表したり。民主体制の擁護に向けての

一致団結した意思表示が行われたことは大きな政治的意味をもち,ま た,

軍政期の学習と市民社会の成熟の一端を示している。

3.真実和解委員会報告書の公表と人権論争の終結

エイルウィン大統領が真実和解委員会から報告書を受理したあとに行っ

たのは,各界要人との個別協議である。協議相手は,与野党各党 (議会外

の共産党などを含む)の幹部,陸・海・空・警察の各軍司令官,教会 (カ

トリックおよびプロテスタント),人権団体,人権侵害犠牲者の遺族が構成

する団体,財界,労組,そ してフリーメンソンの代表など広範囲におよん

だ。なお,報告書の内容をその公表前にピノチェト司令官に開示すること

は,事前の約束に基づいていた10ヽ こうした政府と軍部の取引は軍部の非政

治性の原則に合致しないとの疑問もあるが,こ れを敢えて行うところに,

エイルウィン政権の合意形成を重視する人権政策の方針と民主化戦略があ
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らわれているといえよう。

以上の手順をふまえてエイルウィン大統領は3月 4日 ,真実和解委員会

の作成した報告書を公表した。報告書には2,279名 の犠牲者 (う ち957名 は

逮捕後行方不明者)に関する事件の経緯が具体的に記され,それ以外にも

641件の問題が継続調査を要するとされた。エイルウィン大統領は全テレビ・

ラジオ網を通じて演説し,「報告書に記載されたことは誰も黙殺できない

事実である。国民を代表して犠牲者の家族に許しを請う」と述べるととも

に,「人権侵害に関与した軍部は犠牲者の痛みを感じるよう」主張した。そ

して,犠牲者の尊厳回復 と,犠牲者遺族への補償を今後の課題 としてあげ,

また,裁判所が1978年大赦布告に妨げられることなく事件の調査・審理を

行うべきこと,軍部が行方不明者や処刑者の遺体の所在を明らかにするベ

きことなどを訴えた11)。

真実和解委員会報告書は軍政期に隠薇されていた人権侵害の実態を公的

文書のかたちで初めて白日のもとにさらし,軍部の関与にも直接言及して

いる点で意義深 く,ま た,それゆえに衝撃的だつた。しかし,こ の衝撃が

文民・軍部関係の不安定化につながらず,む しろ人権問題論争が沈静化し

たのは,民主体制擁護を重視する与野党政治勢力の成熟した協力関係 と,

報告書の内容そのものにあったといえよう。つまり,与野党各党はクーデ

タ
=や軍政の評価などをめぐって論争を繰 り返していたにもかかわらず,

報告書が公表されるや暫 くそれを自制し,政治混乱の回避に努めた。また,

下院は,委員会へ謝意を表するとともに,司法府によって人権侵害事件の

調査と審理が進展することを期待するとの決議を全会一致で採択した。

一方,軍部では,空軍からは「わが軍で発生したことに関し責任をもつ」

と表明されるにとどまった (3月 8日 )。 陸・海・警察軍は,エイルウィン

大統領が招集した国家安全保障審議会で真実和解萎員会報善書への見解を

提出したが (3月 27日 ),陸軍が「不正確な結論が真実の判決に改変された」

との激しい非難を行っているのに対し,海軍は「単なる意見を真実のよう

に述べている点に厳密さへの疑念を抱 く」と,ま た,警察軍は「真実の確
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立には不十分な内容である」と主張し,語調に差がある12、 しかし,いずれ

にしても,報告書の内容や委員会の政策提言に不満でこそあれ,調査で明

らかにされた膨大な事件の存在自体は否定のしようがない事実だったので

ある。

政府は各軍が見解を公表することを許したうえで,「報告書に示された真

実に反論の余地はなく,これについての議論は終了した」と簡潔に発表し

(3月 28日 ),長期軍政の直後に噴き出した人権問題論争をひとまず決着さ

せた。こうして陸軍の抵抗に直面しながらも,軍政期の人権侵害を歴史的

事実としてチリ社会全体が認証することに成功し,も っとも不安定な民政

移管直後の時期を乗 り切ったことは,それに続 く人権政策の出発点を築い

たことと合わせて,エイルウィン政権 1年目の成果だったといえよう。

4。 人権侵害犠牲者遺族への補償

真実和解委員会の任務が終了し,人権侵害事件責任者の処罰が司法府の

手に委ねられた段階で,次に政府が取 り組むべき課題は犠牲者遺族への補

償だった。その目的で設けられたのが「補償と和解の国家公団(Corporaci6n

Nacional de Reparaci“ y Reconciliaci6n)」  (以 T, 補償和解/Ak団
)と「補

償制度」である (「人権侵害犠牲者補償法」101992年 2月 公布)。

補償和解公団は,補償制度の運用,すなわち,補償受給資格者の認定や

受給希望者への便宜供与を行った。補償制度としては,補償年金制度,厚

生恩典,教育恩典が設けられた (表 2参照)。 中心となる補償年金制度は,

犠牲者の遺族に毎月の補償年金と,これとは別に12か月分相当の一時金を

支給するものである。1992年 12月 までに認定された年金受給者は4,533名 に

のぼり,最終的には7,500名 に達すると見積もられている。また,教育恩典

に関しては,92年度に授業料を免除された高等教育就学者は534名 ,奨学金

を支給された初等中等教育就学者は815名 に達した1つ。

また,補償和解公団は真実和解委員会が継続調査の必要があるとした641

件の人権侵害事件についての調査を引き継 ぐとともに,新たな情報収集も

行った。その結果,1993年 10月 20日 の時点で集められた情報は合計2,227件
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表 2 人権侵害犠牲者の遺族に対する補償

【補償年金制度】

・人権侵害犠牲者 1名当たりの補償年金の基本月額を14万ペソ (約 4百米

ドル)と 設定 (基本月額は消費者物価指数に応じて改定)

◆基本月額を以下の割合に配分して支給

①配偶者に40%

②母親 (母親が死亡している場合は父親)に 30%

③犠牲者が私生児を有する場合はその私生児の母親もしくは父親に15

%
④25歳未満の実子,および障害をもったあらゆる年齢の実子に15%

ただし,③,④が2名以上あり,①～④の合計が100%を 超過する場合で

も,③,①の各々に15%分 を支給

・補償年金支給は,真実和解委員会報告書に記載されている犠牲者の遺族

には1991年 7月 に遡及 して開始。補償和解公団に認定された犠牲者の遺

族には認定時点から開始

・上記の補償年金 とは別に,12か月分相当の一時金を支給 (そ の配分は上

記に同じ)

【厚生恩典】
0補償年金受給者,および人権侵害犠牲者の父親と兄弟姉妹に対し,国立

の医療機関において無償診察を実施

【教育恩典】
0人権侵害犠牲者の実子のうち,高等教育に就学する者に学費を支給。ま

た,初等中等教育に就学する者に1.24UTM〔月間課税単位〕(約53米 ド

ル)の奨学金を支給

(出所)「人権侵害犠牲者補償法」をもとに筆者作成

に達した。公団はそのうちの1,388件の審査を終え,404名 の軍事政権の手

による人権侵害の犠牲者と159名の政治暴力事件の犠牲者を新たに認定して

いる15、 なお,公団の設置期間 (当初予定24か月)は延長され (「補償和解

公団設置期間更新法」
16り 3年 4月公布,および,「補償和解公団設置延長政

令」1つ93年 10月公布),フ レイ政権期にまで活動が延長された。



ラテンアメリカ研究年報ヽ 16(1996年 ) 137

H 政治囚審理の促進―タンプリード法の制定と憲法第9条の改正

1。 政治囚問題の所在

民政移管時に反体制活動の嫌疑で拘留されていた政治囚は約400名 に達し

ていた10。 この問題を解決することは,人権侵害事件の真相解明とならぶ緊

急課題だった。

政治囚問題は,そ の根底に法制上の問題と裁判上の問題の 2つがある。

法制上の問題 とは,ピ ノチェト政権が反体制活動に対抗するために市民的・

政治的権利を軽視した法制をしいたことである。つまり,国家安全保障法,

武器管理法,テ ロ取締法の制定や,既存法 (刑法,刑事訴訟法,軍事裁判

法など)の改正,および,さ まざまな布告の発布を通じて政治活動の非合

法化,刑罰の強化,軍事裁判所管轄の拡大が行われ,反政府的と見なされ

た多 くの市民が厳しく取 り締まられて,軍事裁判所に身柄を送られていた。

裁判上の問題 とは,こ うして取 り締まられた人びとに対する裁判の実施

がいたずらに引き伸ばされていたことである。チリでは判決が下されない

まま3年以上も拘留されている未決囚は全国人の 2%を 占めていたが,政

治囚の場合はその10%が 10年以上,30%が 5年以上,50%が 3年以上にわ

たつて未決囚の状態にあり,一般囚人との差は明白だった10。

それでは,エ イルウィン政権は政治囚問題にいかに対処したのだろうか。

エイルウィン政権の公約は全政治囚の釈放だった。その基本方針として

重要なのは,法治主義の厳格な尊重と,テ ロなどの暴力犯罪は政治犯罪と

見なさないという原則の 2点である。なお,後者の方針は後述のとおり,

政権最終年度に修正された。

法治主義の尊重は民主化戦略の根幹だった。人権侵害事件の法的責任の

調査と処罰を現行法上の司法権限に基づいて行おうとしたことは第 I節で

すでに述べたとおりである。それゆえ,政治囚問題に関しても,そ の解決

への即効薬は存在しなかった。というのは,チ リでは刑罰減免や仮釈放な

どの恩赦措置2の をとるためには,裁判で確定判決が出されていることが法的
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表3 クンプリード法の主な内容

I.本文条項

【国家安全保障法の改正】

・公共秩序に反する諸犯罪からデモ活動を削除

・「戦時 (tiempo de guerra)」 の文言を「対外戦争時(tiempo de guerra

externa)」 に改正 (注 :戦時には平時よりも刑罰がカロ重される)

【軍事裁判法の改正】

・軍事裁判所の管轄を,原則として軍人,も しくは軍人と文民が共同で犯

した犯罪に限定

・軍事裁判でも (通常裁判と同じく),最高裁判所,お よび軍事高等裁判所

が特命判事を任命できるとの規定を新設

・陸・海・空・警察の各軍や軍人に対する侮辱罪の管轄を軍事裁判所から

通常裁判所へ移行,ま た,そ の刑罰を軽減

・被告人が軍事裁判の審理内容について知る権利を確立

【武器管理法の改正】
0本法に定める刑罰を軽減
。武器登録 (所持・紛失・破棄)届け出義務の不履行罪の管轄を軍事裁判

所から通常裁判所へ移行
0「戦時」の文言を「対外戦争時」に改正

【刑法の改正】

・独房収監および面会禁止措置の更新・再適用に際し,裁判官の許可取得

を義務化
0面会禁止措置の最長期限の短縮

・ ある結社に属する個人が公共秩序に反したり破壊 。襲撃活動を行った場

合,そ の結社全体を不法結社と見なすとの規定を廃止

【刑事訴訟法の改正】

・被告人が審理内容について知る権利を確立

・逮捕後の拘留 (最長48時間)の延長に際し健康診断を義務化
0逮捕後の拘留者が弁護士と面会する権利を確立

・面会禁止措置の適用の縮小
0保護監察措置の適用の拡大

・仮釈放措置の適用の拡大 (注 :改正前は,国家安全保障法,武器管理法,

刑法第293条 <不法結社>は仮釈放措置の適用対象外)

【裁判所組織法の改正】

・最高裁判所が特命判事を任命できる要件 として,犯罪が外交関係に悪影

響を及ぼした場合を追加
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【廃止された主な布告】

・布告第604号 (1974年 8月 :反国家的人物の入国禁止と軍事裁判所での裁

判)

0布告第1,009号 (1975年 5月 :反国家的人物の取り締まり,刑罰加重,軍
事裁判所での裁判,内戦時および戒厳令下での戦時法規の適用)

・布告第1,697号 (1977年 3月 :政党活動の禁止)

・布告第2,347号 (1978年10月 :認可のない労組の活動の禁止)

・布告第3,627号 (1981年 2月 :政府・軍部の人員の殺害罪に対する戦時法

規の適用)

Ⅱ.経過条項

【審理の管轄移行と審理規定】

・本法の施行により通常裁判所で審理すべきこととされた審理が軍事裁判

所にて継続中の場合,そ の審理を管轄の高等裁判所に30日以内に,ただ

し被告人が収監されている場合は5日以内に移管

・国家安全保障法の定めるすべての犯罪,武器管理法の定める実質的にす

べての犯罪,軍事裁判法の定める軍人襲撃罪などを軍事裁判所が 1年以

上にわたって審理している場合は,臨時特命判事 (最高裁判所の任命す

る 1名の高等裁判所判事)に移管

・臨時特命判事がその審理を45日 以内 (た だし最高裁判所の許可により45

日間を限度に延長可能)に結審することを義務化

・以上に該当する審理のうち第二審の軍事高等裁判所にあるものについて

は30日 以内に判決を下すか,さ もなければ通常の高等裁判所に移管
0以上に該当する被告が,仮釈放や夜間収監の措置の適用を申請する権利

を確立

【被告人の権利】

・通常裁判所に移管された審理で,被告人が新たに証言を行う権利を確立

・通常裁判所に移管された審理で,被告人が罪状の認否にかかわりなく,

仮釈放や夜間収監の適用を申請する権利を確立

【武器引き渡し特別規定】

・本法公布後90日 以内に不法に所持している武器を当局に引き渡した場合,

刑罰を免除

i菌外追放者の時効日数換算特別規定】
・帰国が禁止されている者に対する時効必要日数の倍増規定 (国外滞在 2

日分を 1日分 として換算)の不適用

(出所)「 クンプリー ド法」をもとに筆者作成
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条件だったのである21、 したがつて,エイルウィン大統領が就任と同時に即

時釈放できた政治囚は23名 にすぎなかった2の。

そこでエイルウィン政権が目標としたのは,立法措置によって軍政期に

定められた重罰規定を改廃するとともに,軍事裁判所の権限を適正な規模

に縮小し,合理的で迅速な裁判を通常裁判所にて実現させることだった。

その目的で,エイルウィン大統領は就任と同時に,17年ぶりに再開された

議会に人権 3法案を上程した。

2。 クンプリー ド諸法の制定

人権 3法案は10か月以上にわたる議会審議を経て,1991年 の 1月 から2

月にかけて相次いで施行された。これらは法相の姓をとり「クンプリード

諸法」と称されている。その内容は次のとおりである。

【クンプリード法20】 本法は,国家安全保障法など7法の改正,軍政期に

発布された10本の布告の廃止などを定める本文条項 と,政治囚審理の軍事

裁判所から通常裁判所への移管手続きなどを定める経過条項とからなる(表

3参照)。 本法の意義は次の点にある。

本文条項に関しては,第 1に,反体制活動の抑止をねらって軍政期に過

重にされていた刑罰が軽減された。第 2に ,反体制活動取 り締まりの目的

で設けられていた不合理な規定 (例 えば,デモ活動までを暴力・破壊活動

と同じ扱いで厳罰に処するとの国家安全保障法の規定や,結社の構成員の

一部が公共秩序騒乱や破壊・襲撃活動を犯した場合はその結社全体を不法

結社 と見なすとの刑法の規定など)が廃止された。第 3に ,軍事裁判法や

武器管理法に定める軍事裁判所の管轄が一部縮小され,軍人侮辱や武器所

持の容疑などで文民が軍事裁判所で裁かれる問題がほぼ解消された。第 4

に,軍政期には内戦や戒厳令発令時が「戦時」と解釈され2o,戦時法規に基

づいて平時より重い刑罰が適用されていたが,国家安全保障法,武器管理

法に定める「戦時」の定義を「対外戦争時」に限定明確化し,戦時法規の

恣意的適用の可能性が排除された。第 5に ,軍事裁判法,刑法,刑事訴訟

法の改正により,被疑者・被告人・受刑者の処遇改善・人権擁護が図られ
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た。第 6に ,軍政期に発布されていた民主主義にそぐわない布告の法的有

効性が抹消された。

一方,経過条項では,文民が被告となっている多数の審理が軍事裁判所

から通常裁判所へ移管されることにより,迅速で合理的な政治囚裁判の実

現可能性に道を開いたことが重要である。すなわち,本法で定める罪状に

関する裁判 (い わゆる政治囚裁判に該当)で被告人の身柄が拘留されてい

る場合は,本法の施行から5日以内に審理が通常裁判所に移管されること

になり,ま た,その一部 (国家安全保障法や武器管理法に定める全犯罪や

軍事裁判法に定める軍人襲撃罪などのうち,軍事裁判所による審理が 1年

以上におよんでいる場合)については,臨時特命半J事 (最高裁の任命する

1名の高裁判事)が45ないし90日 以内に第一審判決を下すことが義務化さ

れた。さらに,審理移管後に被告人が新たな証言を行う機会が設けられ,

また,保釈や夜間収監の適用によって被告人に対する拘禁措置を解除する

ことが可能化された。

【死刑廃止法り】本法は,既存法にある死刑適用規定を大幅に廃止し,最

高刑を無期懲役刑に変更することを定めている。国家安全保障法と武器管

理法では戦時における武装集団の結成 0活動,武器の所持などの犯罪に対

する刑罰から死刑が廃止された。なお,軍政期における戦時法規適用の問

題点は上述のとおりである。また,軍事裁判法では交戦時における軍人の

軍事上の犯罪17条項 (交戦相手側への逃亡,交戦相手のための諜報など)

に対する刑罰から,刑法では小児誘拐殺害傷害,放火致死罪などの重犯罪

に対する刑罰から死刑が廃止された。

【テロ取締法改正法2o】
本法は,テ ロ取締法の一部改正を内容 としてお

り, とくに重要な点は,曖昧だったテロ犯罪の定義が犯罪目的,および刑

法の条項に依拠した具体的犯罪類型 (殺人罪,傷害罪など)に基づいて厳

密化されたことである。つまり,本法に基づく取 り締まり対象はテロ行為

の実行犯に限定され,例えばテロロ的と見なされる結社をテロ犯罪として

処罰するといったように,本法が非暴力犯罪にまで恣意的に拡大適用され
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る可能性が排除された。また,本法に定める刑罰からも死刑が廃止された。

さらに,拘留中のテロ容疑者への処遇改善も図られた。

さて,こ れら3法の内容は,エ イルウィン政権にとって必ずしも満足い

くものではなかった。軍部 と野党の反対により,政府原案の一部が骨抜き

にされたからである。例えば,軍事裁判所の構成変更と権限縮小は,政府

の日標とはかなりかけ離れた結果に終わつた。つまり,軍事裁判所の管轄

を交戦時における軍人による軍事上の犯罪に限定することが日標だつたが,

国家安全保障法などに,軍事裁判所が文民を裁 く規定のいくつかが残存じ

た。また,国家安全保障を脅かすと見なされたメディアの発行・放送停止

処分に関する規定の廃止も実現できなかった。死刑廃止法に関しても,政

府目標の死刑全廃は実現できなかった2つ。

しかし,エ イルウィン政権は人権政策前進のために,法案を早期成立さ

せることに力を注いだ。軍部の意向をある程度受け入れたのもこのためで

ある。つまり,政府は法務・国防両省の事務当局者と陸・海・空・警察各

軍の代表からなる作業部会を設置し,法案に対する軍部の意見を検討した。

また;下院の委員会審議でも,軍の代表に出席を求めて法案への意見を聴

取した20。 合意形成を重視するエイルウィン政権の方針がここにもうかがえ

るといえよう。

3.政治囚審理の促進

上述のような不十分な点があつたとはいえ,軍事裁判所の管轄にあった

大量の審理が通常裁判所に移管されたことは,政治囚審理の合理的実現の

可能性を生み,政治囚問題解決の端緒となった意味で,タ ンプリー ド法の

たいへん大きな成果だつた。「陸軍法務局報告書」によれば,移管された審

理は1991年末までに2,236件に達した。これは,軍事裁判所の管轄にあった

総審理件数の57%に当たる。このうち282件については臨時特命判事の手′Ё

委ねられた29。 ピノチェト襲撃事件 (86年 9月 )な どの重要な審理もこれに

含まれている。移管審理件数が最大だつたサンティアゴ第二軍事裁判所の

場合,ク ンプリード法の公布から5日 以内に182件 ,そ れ以後30日 以内に640
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件の審理が同裁判所から全国の通常裁判所に移管された。前者182件 は被告

人が拘留中だった審理であり,すべてが臨時特命判事の手に委ねられた。

これには33件の軍部侮辱罪 (そ のうちの28件の被告人はジャーナリス ト)

が含 まれていた3の
。

なお,あ まりにも大量の審理が全国の高裁に移管されたがゆえに,逆説

的に政治囚審理が滞るとの問題が発生した。そのため,下級裁判所の判事

を臨時高裁判事として任命する臨時措置がとられた (「臨時判事任命法」31)

1991年12月公布)。 また,政治囚審理の早期結審をさらに促すため,ク ンプ

リー ド法に基づいて移管された審理を 1か月程度で終了させるとの補完措

置もとられている (「 クンプリード法補完法」32り2年 1月公布)。

4。 テロ囚釈放のための憲法改正

軍事裁判所の審理移管と関連の補完措置が政治囚問題の解決に有効だっ

たのは,確定判決が迅速に下されることによって,恩赦の供与を通じての

政治囚釈放が可能となったからである。ところが,テ ロ取締法違反の容疑

で拘留中の者 (いわゆる「テロ囚」)に は,こ れとは別の措置が必要だっ

た。憲法第 9条に「テロ犯罪に対して大赦や恩赦は与えられず,ま た,テ
ロ犯罪により起訴された者への仮釈放は認められない」との規定が存在し

ていたからである。

改正前のテロ取締法に過重な刑罰が定められ,非暴力の間接犯もテロ犯

と見なされていたことは上述のとおりである。したがって,非暴カテロ囚

を釈放するためには憲法第 9条の改正が不可欠だった。この憲法改正案は

厳罰主義への信奉傾向が強い保守派からの反対も小さかったため,テ ロ取

締法改正法の成立のあと議会で迅速に処理され,1991年 4月 に民政移管後

初の憲法改正が実現した (「憲法第 9条等改正法」3つ
)。

これにより,憲法第 9条から大赦・恩赦・仮釈放の不可能規定は削除さ

れた34ゝ さらに,経過規定 (第31条 )が新設され,民政移管以前に犯された

テロ犯罪に限っては,大統領が上院への報告のみで個別恩赦を与えられる

との特別措置が定められた。こうして,テ ロ囚釈放に道が開かれたのであ
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る。

なお,テ ロ取締法違反で起訴された被告人がテロ組織を脱退 し,かつ,

テロ犯罪の予防,テ ロ犯の特定や逮捕,テ ロ組織解体などのために有益な

情報を提供 した場合,その被告人に対 して刑罰の軽減,仮釈放の適用,庇

護供与 (新たな氏名による身分証明書の発行など)を行えるとの措置もと

られた (「 テロ'ぽ暦法」
3D1992年 11月公布)。

5.政治囚釈放の実績と政策の転換

エイルウィン政権による政治囚問題への着手は迅速だったが,一連の政

策は法治主義に則って法律制定を通じて遂行されたため,問題解決の速度

はたいへん緩慢だった。政権 1年目には一部の例外を除いて大部分の政治

囚は出獄できず,釈放に弾みがついたのは,ク ンプリード法施行や憲法第

9条改正が実現した1991年 にいたってからである。それでも,個別恩赦の

供与のためには裁判所の確定判決を待たざるを得ず,91年 10月 の時点で83

名,92年 7月 の時点で38名,93年 5月 の時点でも19名が釈放されないまま

となった。結局,全非暴力政治囚の釈放が達成されたのはエイルウィン政

権の任期終了間際である。つまり,94年 2月 までに146名の政治囚に対して

大統領の個別恩赦が供与され,228名 の政治囚が刑期満了もしくは保釈など

の法的措置によって出獄し,政治囚問題は 4年の歳月をかけてようや く解

決された。

ところで,政治囚釈放政策に見られた重要な変化は,暴力犯罪を恩赦の

対象としないという一貫した方針が政権最終年度に全面転換されたことで

ある。エイルウィン大統領は1993年 5月 ,警察襲撃事件 (88年 10月 )に関

与した 5名 のテロ囚に対して国外追放刑へ減刑するとの個別恩赦を供与し

たのを皮切 りに,任期中に26名のテロ囚に対して同様の恩赦措置をとった。

この政策転換を,保守派は公約違反として強 く非難した。

エイルウィン政権が暴力犯罪を犯したテロ囚を政治囚と区別したのは,

人権政策で野党の合意を得るためだった。しかし,法制上,政治囚の定義

は存在しておらず,こ れが議論の混乱のもととなった。暴力的テロ犯であ



ラテンアメリカ研究年報m16(1996年 )        145

れ,その目的は明らかに反軍政という政治的理由にあり,また,過度に重

い刑罰が課せられているという問題も存在した。エイルウィン大統領はテ

ロ囚釈放の理由を「独裁に反対する目的で行われたテロ犯罪には,人権侵

害と同一の基準を用いた」と説明している30。 っまり,政権発足から3年た

った時点で後述のとおり,人権侵害事件の裁判が1978年大赦布告を理由と

して次つぎと打ち切られ,刑事責任が不間にされている状況があった。こ

れと釣 り合つた扱いをするとの理屈でテロ囚恩赦に正当性を与え,政治囚

釈放問題をなんとか任期中に決着させようとしたのである。

Ⅲ 国外追放者の帰国対策

ピノチェト政権の反体制派抑圧は,多 くの人びとに政治亡命を余儀なく

させた。また,政令などで国外追放に処された人びとも多かった3つ。これら

のいわゆる「国外追放者」のなかには出国先で結婚した人ぴとも多 くあり,

配偶者や子息を含めるとその数は20万 に達すると推定されている。国外追

放者やその家族の帰国を支援することも,エ イルウィン政権の重要課題だ

った。その目的で1990年 8月 に設置されたのが「国家帰国対策庁 (Oficina

Nacional de Retorno)」 (以下,帰国対策庁)である(「国家帰国対策庁設

置法」3め
)。

帰国対策庁は国外追放者が帰国するためのさまざまな便宜を提供すると

ともに,関連政策の立案や,国内諸官庁,外国政府,国際機関,および内

外の非政府機関との調整,国際協力資金の運用などをその任務 とした。ま

た,国外追放者の帰国,あ るいは帰国後の就業などの困難を軽減するため

に,国外追放者やその子息が国外で取得した資格や学位をチリ国内で同等

のものとして認定する措置 (「国外追放者の国外取得資格・学位認定法」30

1991年 8月公布),帰国時に家財道具 5千米 ドル,職業用物品 1万米 ドル,

自動車 1台限り1万米 ドルを限度に免税する措置 (「国外追放者帰国時免税

法」40り2年 2月 公布)も とられ,帰国対策庁がその関連業務を行つた。

帰国対策庁の利用者は1993年 6月 までに約11,500家族 4万人にのぼり,
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うち64%は民政移管後に帰国した人びとである。この間に免税措置適用は

9,859件,資格 0学位認定は550件以上 (外科医136件,工学・ 農学135件 ,

建築51件,歯科医40件など)に達 した。帰国対策庁はこのほかにも無償診

療 (17,000件以上),借款供与 (3,212件 ),住宅斡旋 (112件),雇用斡旋 (2,857

件)な ども行っている41、

帰国対策庁の設置期間は当初40か月が予定されていたが,利用者があと

を断たなかったため,資格・学位認定や免税の措置ととともに1994年 9月

30日 まで延長された (「帰国対策措置延長法」
42り3年 9月公布 )。

さて,先述のクンプリード法にも,国外追放者の帰国促進を図る措置が

盛 り込まれていた。すなわち,犯罪人が国外にある場合,時効成立に必要

な日数として国外滞在 2日 を1日分として換算する (つ まり,犯罪人が国

外にあればその間,時効に必要な年月は倍増する)と いうのがチリ刑法の

規定である。これに関し,ク ンプリード法は,犯罪人が帰国禁止措置によ

って国外にある場合は時効要件を国内滞在と同じにするとの経過規定を設

けた:例えば,軍政期に非合法活動の嫌疑で国外追放に処されたアルタミ

ラノ元社会党書記長の場合,こ の措置で時効成立に必要な日数が15年間に

半減されたため,軍事高等裁判所は審理打ち切 りを宣言した。これによっ

て,アルタミラノは1991年 8月 ,18年間の亡命から帰国することが可能と

なったのである。

Ⅳ 人権侵害責任者の処罰 と文民・ 軍部関係

人権侵害事件の真相調査が真実和解委員会の手で行われたあと,そ の責

任者の処罰が司法府に委ねられたことは第 I節で見たとおりである。真実

和解委員会は集められた情報をもとに,1,500件近 くの刑事告発を裁判所に

提出した。

しかし,エ イルウィン政権期中;責任者の処罰は例外的事例を除いてま

ったく行われなかった。その原因は1978年に発布された「大赦布告」
4の と軍

事裁判制度にある。
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人権侵害事件は時期的に大赦布告の前後

で分けて考えなければならない。大赦布告

は戒厳令の期間,すなわち1973年 9月 11日

のクーデターから78年 3月 10日 までに発生

した犯罪事実とその刑事責任を原則的に抹

消するもので,実質的なねらいは軍部によ

る人権侵害を不間に付すことにある。表 4

のとおり,軍政期の人権侵害事件の80%以

上はクーデター後の 5年間に発生した。つ

まり,こ れらの圧倒的大部分が大赦布告の

適用を受ける可能性が高 く,実際にそうい

った判決が相次いで出されていた。

それでは,大赦布告よりあとに発生した

人権侵害事件の責任はどう問われるのだろ

うか。この場合,法的責任の追及が可能と

なる。ただし,裁判に長時間を要するため,

確定判決はエイルウィン政権よりもあとの

政権期にまで待たなければならない。また,

現状では軍事裁判制度によって責任追及が

阻まれる可能性が高い。第H節で見たとお

り,ク ンプリード法による軍事裁判所の権

(1996年 )

表4 人権侵害犠牲者の

発生年別内訳

147

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1261
309
119
139
25

9

13
15
36

8

82
74
50
50
34
27
26

2

(sFf)
Informe Rettig, tomo 2,

p.886. A6LE(Fffi,

限縮小は不十分に終わり,軍人が被告となっている刑事事件は原則として

軍事裁判所の管轄とされた。そして軍事裁判所が軍部に不利な判決を下す

のは稀である6

こぅいった障馨を着通するか否かは政治的問題である。ただし,も う 1

度繰 り返せば,エ イルウィン政権の民主化戦略に超法規的措置をとるとの

選択肢はない。 1つの可能性は公約にも明示していたとおり,立法措置に

よって大赦布告を廃止することだった。
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しかし,エ イルウィン政権は発足後,す ぐにこの公約の実行を断念した。

与党が過半数に満たない上院において,大赦布告廃止法案が可決される見

込みはまったくなく,敢えてそれを政府の主導で行えば,軍部 との関係を

悪化させることは明白だった。したがって政府は「大赦は犯罪事実の証明

が終了したあとに適用されるべきもので,裁判所が事件の調査を行うこと

までは大赦布告に阻まれない」との主張を展開する姿勢に転じた。

しかし,実際には,裁判所が事件の調査を行うことは稀だつた。民政移

管後の 2年間に10件の人権侵害事件訴訟が最高裁の最終審まで達したが,

そのすべてが大赦布告を理由として調査 もなされないまま棄却されてい

る44)。

こうした事実を前にコンセルタシオン内部の饂齢も広がっていった。一

方で,人権侵害の責任を断固として追及するべきと主張する勢力があった。

社会党の上院議員は1992年 4月 ,可決される見込のない大赦布告廃止法案

を議会に上程する一方,署名集めなどの運動を展開した。その一方で,政

治的安定と新生民主体制の定着を重視する勢力があつた。バルデス上院議

長 (キ リス ト教民主党)ら は91年12月 ,軍政期に軍部・反政府勢力の双方

が引き起こしたすべての事件を免責とする「終止符大赦法」の構想を公に

提唱し,論議を巻き起こした。左派と中道で人権侵害の被害の程度が大き

く異なっていたことも,コ ンセルタシオンが統一方針を打ち出すことを困

難にしていた大きな理由である4つ。

ただ,確かにエイルウィン政権は人権侵害の責任を主体的に追及するこ

とには消極的ではあつたが,条件整備を行ったのは事実である。つまり,

有罪判決にまでいたることは稀だったにせよ,裁判所によって次つぎと人

権侵害事件が取 り上げられたことは,明 らかに真実和解委員会による調査

と裁判所へめ告発がその端緒となっている。軍人が被告となり,場合によ

っては尋間までされるという事実が公然となることは,軍部に対する道義

的制裁の意味も帯びた40。 また,人権侵害の象徴的事件であるンテリエル元

外相暗殺事件 (1976年 9月 :米国ワシントンで発生)の審理が再開された
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ことの意義も大きい。これは,ク ンプリード法による裁判所組織法の改正

で,外交関係に悪影響をおよぼした犯罪の調査を特命判事に委ねられるも

のとする規定が新設されたことが契機 となっている4つ。

一連の裁判が軍部に強い懸念となっているのは明らかだった。陸軍は1993

年 5月 ,エ イルウィン大統領の欧州遊説中に,戦闘月長の重装備軍人を陸軍

将官会議場の周辺に配備するとの示威行動をとり (い わゆる「ボイナソ」

事件),陸軍に存在する不快感を示した。その理由の 1つ は人権侵害事件の

裁判にあったことがあとで明らかになっている40。 この時点で軍人が告発さ

れた訴訟は1,000件以上にのぼり,約800件は審理打ち切 りになっていたも

のの,230件の審理は継続中だった40。

ボイナソを契機として人権侵害訴訟の早期決着の必要性を痛感したエイ

ルウィン大統領は,ピ ノチェト司令官と軍人裁判の方策について協議を行

い,いわゆる「エイルウィン法案」を議会に上程した (1993年 8月 )。 これ

は,人権侵害事件の裁判を担当する臨時判事の任命,証言調書の機密扱い,

匿名による証言の許可と証言者への保護供与,判決文の非公開などの特別

措置を内容とするものである。つまり,裁判公開の原則を適用しないこと

と引き換えに,軍人が裁半Jに協力することを促すのが目的だった。しかし,

社会党やPPDは匿名保証の条項などに強 く反発し,政府と与党内の法案

内容調整は最後まで決着しなかった。政府は,行方不明者の所在を知る機

会を逸し,大多数の審理が打ち切 りになる可能性を高めるだけであるとし

て法制定の利点を主張したが,結局,エイルウィン法案は政府の手で撤回

された。つまり,人権侵害の責任追及のあり方は,エイルウィン政権の 4

年間, とうとうコンセルタシオン内でも合意に達することはなかった。

エイルウィン政権は人権問題を解決するという責任と,政治的安定や民

主体制の定着を確保するという責任とを均衡させることに努力を払つた結

果,軍部や軍人の断罪にまで積極的に踏み込むことはどうしてもできなか

ったのである。
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おわりに

エイルウィン大統領は,「近隣国の経験によれば,人権侵害に完全な制裁

を行おうとすれば,政体の安定を危険にさらす。裁きの必要性と民主体制

の安定性が調和されなければならない」50,「チリの民主勢力が権威主義政

権のつくったルールに従い,対立を避けて平和的に自由の回復を求めたの

は功績だった」と述べている51、 ェィルウィン政権の民主化戦略と人権政策

の特色を端的かつ明快に示す言葉である。

エイルウィン政権は法治主義のルールに従い,人権政策を推進した。そ

のため,人権問題解決への道程は,着実ではあるが速度の遅いものだった。

政権 1年目は人権問題をめぐる議論が噴出した。政府は真実和解委員会を

設置し,当面の目標を人権侵害事件の真相解明に限定した。しかし,ピ ノ

チェト司令官と陸軍は,人権侵害の責任者の処罰は司法府の権限に属する

という明確な政府の立場にすら疑心暗鬼 となり,委員会の活動を強 く牽制

した。その一方で,政治囚釈放問題ではその早急な解決が求められていた

が,タ ンプリ早ド法や憲法第 9条改正などの立法措置によってこれを進め

たので,その実現には少なくとも1年以上を要した。

真実和解委員会の 1つの利点は次の点にあった。すなわち,人権問題が

山積しており,それをめぐる論争が展開されながらも,委員会が真相調査

を実施中であるという事実によって,政府は直接的行動を起こして国民に

成果を示すことを約 1年間先延ばしにすることができた。人権侵害事件の

真相解明,責任者の処罰,政治囚の釈放などへの即効薬が存在しないなか,

それらが実現しないことへの国民の不満を過度に高めることなく,エイル

ウィン政権はまず最初の 1年で,新生民主体制の定着や文民・軍部関係の

安定化の空気をチリ社会に醸成きせることた成功しためである。

人権問題の解決に向けて,民政移管前は「道義的・象徴的論理」が強 く

働いていた。すなわち,人権問題の徹底的解決の希求が民主化要求の活力

になっていた。一方,民政移管後は「政治的・国家的論理」が「道義的・
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象徴的論理」と対立した521。 その結果,民主体制の再建 と維持を重視する論

理が,こ れを危険にさらしかねない過去の人権問題の徹底的解決の論理を

抑制した。何よりも権威主義体制への回帰の阻止と民主体制の擁護が,結

局,人権の擁護に直結するからである。

しかし,こ うした民主化戦略は,人権侵害事件の責任者の処罰という重

要な課題を放置した。エイルウィン政権は法治主義に則って,人権侵害の

責任者の刑事的処罰を司法府の手に委ねたが,大赦布告や軍事裁判制度,

最高裁の体質などは公正な裁きの実現を阻んでおり,エイルウィン政権は

これを黙認する結果に終わっている。

責任者処罰の問題をめぐる法治主義の遵守という極めて説得的なエイル

ウィン政権の立場は,一方で軍部との直接対決を回避し,他方で人権問題

の徹底的解決を求める左派の急進的要求を回避するという巧妙な戦術だっ

た。そして,こ れにより得られた民主体制の再建 と維持は,確かに国民の

願望だったのである。

したがって,人権侵害の再発を防ぐような制度改革,具体的には軍部に

対する文民統制の確立や司法改革の実現こそ,将来の重要な課題 となって

くる。また,比率としては少ないとはいえ,い くつかの象徴的な人権侵害

事件の裁判の結果が今後,チ リ社会に大きな影響を及ぼす可能性 もある53L

チリの民主主義の深さと強靱性はそうした時に試されてくるといえよう。
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圧

1)「人権」の概念は幅広い。しかし,本稿では,ピ ノチェト権威主義体制の反

体制派への政治的弾圧に起因する生命の略奪,あるいは身体の拘束など,市

民として生存・生活する自由が著しく侵害された問題に限定して「人権問題」

として取り上げる。なお,エイルウィン政権による中範囲な人権政策 (権威

主義体制の政治的抑圧に起因する諸権利の制限を解消し,ま た被害を補償す

ること)に は報道の自由の回復,お よび政治的理由による解雇公務員への補

償が含まれ,ま た,よ り広い人権政策 (一般的な諸権利の保障を強化するこ

と)に は労働者権利強化,女性・先住民地位向上,お よび環境政策などが含

まれよう。

2)民政移管後 1年間の文民・軍部関係を人権侵害事件の責任追及との関連で

論じた研究として,例えば次がある。吉田秀穂「民政化以後のチリにおける

民軍関係の展開一文民統制0人権侵害糾明問題を中心に一 (I)」『アジア経済』

第33巻第 2号,1992年,2～ 17ペ ージ。「同 (II)」 『アジア経済』第33巻第 3

号,1992年,20～ 36ページ。/Loveman,Brian,“ 出Iisi6n Cumplida P:Civil

4ヽilitary Relations and the Chilean Political Transition," 力%η3α′ グ

ル″ππθ協
“
π Sttdics α%″ ″bγ′″J″あな,V01.33,no.3,1991,pp.35-74。 ま

た,個々の人権政策の詳細には触れられていないものの,エイルウィン政権

期全体を通じた人権政策の枠組みと民主化を論じた研究に次がある。Ga‐rreton

M.,Rttanuel Antonio,``Human Rights in Processes of]Democratisation,"

力%物α′げ Lα″π ttπθη
“
π Sttαうos,vol.26,no.1,1994,pp.221-234.

3)Decreto nirnero 355。一Crea Comisi6n de Verdad y Reconciliaci6n,Dttη ο

げケσ力み9 de mayo de 1990,pp.1-2.

4)こ の議論については次も参照。Loveman,電 Misi6n Cumplida?…・,"p.54.

5)こ の議論については次 も参照。吉田「民政化以後のチリ… (Ⅱ )」 25ペー

ジ。

6)陸軍は序列第 3位の参謀長を代理出席させた。 これについて,ロハス国防

相は「陸軍が不快感を示したものと受け止めている」と述べた。]πι%銘ηθ,

5 de mayo de 1990,pp.Al,16.

7)Ministerio del lnterior,助 」′θ aθわθ″πθγ αルυι夕dαグ「εθπ′′εあπ
“
θπε滋′

pクπ ιし %θ

`θ

%ε′′′αθ′σπ,Santiago,L4inisterio del lnterior,1990.

8)例えば,子息が軍部によつて暗殺されていたマルエンダ下院議員は,委員

会報告書の全文を公表するとの当初方針に変更がないかを確認する書簡をエ

イルウィン大統領に発出した。α 協銘協πQ 30 de enero de 1991,p.C2.

9)た だし,民主主義のための党 (PPD)は 与野党協議にカロわ り,提言内容に
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も合意 していたものの,最終段階で文書への署名を見合わせた。独立民主同

盟が人権侵害の存在を公式には認めていないため,一緒には署名できないと

の理由による。E′ ″θπππQ 9 de febrero de 1991,ppoAl,C4.

10)エ イルウィン大統領が約束の存在を明言している。2 πθκππ0 2 defebrero

de 1991,p.Cl.

11)大統領の演説全文は次を参照。Aylwin Azocar,Patricio,“ Al dar a co五 ocer

a la ciudadanfa el lnforme de la Conlisi6n de Verdad y Reconciliaci6n:

Santiago,4 de marzo de 1991,"ι α′留πs′ε′σπ σλ力診″α r tts“ι/sθS ιSθαttαθS

″πZ'7θ 」θ9θ ‐ 19",Santiago,Editorial Andr6s Bello,1992,pp.126-140.

また,報告書は全 2巻 にまとめられて複写版 として市販されている。Comisi6n

Nacional de Verdad y Reconciliaci6n,拗 ″ηZ′ Rιtt r動力η%′ 崚タル

εθ″おjσπ Nαθあηα′ Jι レυr山グ y Rθεθπσ:あαεjσれ, Santiago,La Naci6n y

Ediciones de1 0rnitorrinco,1991.報告書内容の紹介 と分析は次も参照。吉

田「民政化以後のチリ… (II)」 27～29ペァジ。

12)各軍の見解全文は次を参照。“Respuestas de las fuerzas armadas y de

6rden al lnforme de la Conlisi6n Nacional de Verdad y IReconciliaCi6n",

Esttdios夕′みJたθtt nim.41,1991,pp.449-504.

13)正式名称は「法律第19;123号 :補償 と和解の国家公団を創設 し,補償年金

を制定 し,その他の恩典を指定の人びとに供与する法」。Ley nimer0 19.123.

―Crea Corporaci6n Nacional de Reparaci6n y Reconciliaci6n,establece

pensi6n de reparaci6n y otorga otros beneficios en favor de personas que

seiala,Dzicガ θ ttc力4 8 de febrero de 1992,pp.1-16.

14)Gonzalez P.,AleiandrO,Lα クο傷燒Caグθグθ%θθ力
“

力%夕2ηπθs aθ′gθら″″θ

αι εみ′ル.Lα %″αttσκπ α tt υたガπぉ αθ υあ″θあη
“

α あsa′ /arみas

λ%夕,η″θs θεπ,η滅雰 ″πttπル′′脅 πθπ π′″″″(BTttθπ″εあηθ%y σθψ 件

θηεカ ル″%θαπιη
“
πα′θγゐS aθ″σλθs y″ろθ,力αθs dθ ιθs′″bttααθ/aS y

あSクπθみあS),San Antonio de Los Altos,Venezuela,mayo de 1993,pp■ 2-

16.

15)補償和解公団 AttandrO Gonzalez理 事長 とのインタビュー (1993年11月

於 :サ ンティアゴ)

16)正式名称 は「法律第19,209号 :補償 と和解の国家公団を創設 した法律第

19,123号 の第 2条第 4項に基づき新たな期間を設ける法」。Ley nimero 19.

209.― Concede nuevo plazo para efectos de lo dispuesto en el N° 4 del

Articulo 2°  de la Ley N° 19。 123, que cre6 1a Corporaci6n Nacional de

Reparaci6n y Reconciliaci6n,脱αηθ ttc滋ち19 de abril de 1993,p.2.

17)Decreto nimero l.359. ― Ministerio del lnterior ― Subsecretarfa del

lnterior― Prorroga la vigencia de la Corporaci6n Nacional de Reparaci6n
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y Reconciliaci6n hasta e1 31 de diciernbre de 1994.,Dα ガθ ttc″ち 9 de

octubre de 1993,p.2.

18)政治囚の総数は厳密には算出できない。政治囚の定義が曖昧であり,そ の

実態も把握しにくいからである。例えば,政治的動機による犯罪で逮捕令状

が出されている逃亡者の逮捕や出頭があれば,そ の時点で政治囚の数は増カロ

し得る。政府は民政移管直後は政治囚の数を約500と していたが,その後は384

ないし397の間の数をあげている。なお,政治囚のなかには逮捕当時わずか

12,13歳程度だった人びともあった。

19)人権擁護活動に熱心なアンドレス・エイルウィン下院議員 (エ イルウィン

大統領の実弟)の下院本会議 (ク ンプリー ド補完法の審議)での発言。α

%ιrttπθ,17 de julio de 1991,p.C2.

20)恩赦措置は,すべての刑罰を免除しかつ刑罰適用の事実を抹消する「大赦

(amnistfa)」 と,刑罰を減免するがその適用事実は維持される「恩赦 (indulto)」

に分けられる。「恩赦」には,大統領権限で個別に供与される「個別恩赦 (indulto

particular)」 と法律制定に基づいて包括的に適用される「一般恩赦 (indulto

general)」 がある (刑 法第93条 )。 CσJなο クιπα′ (α物
"性

れα θ″馘効),

Santiago,Editorial Juridica de Chile,1992,pp.56-57.

21)「法律第18,050号 :個別恩赦を供与する際の一般規則を定める法」の第 1

条。  “Ley nimero 18.050.― Fija norlnas generales para conceder indultos

particulares,"Cσ グ亀「ο夕ιπα′(グπθdιcJttη 。…, p■ 81.

22)大統領は就任直後,46名 の政治囚に個別恩赦を供与 した。うち23名 は仮釈

放,も しくは夜間収監の措置のもとにあった者への恩赦で,も う23名が完全

な禁固刑にあった者の釈放だった。E′ π
“
鍬ηο,17 de marzo de 1990,p.C7.

23)正式名称は「法律第19,047号 :人びとの権利をよりよく保障することを目

的に諸法規を改Iする法」。Ley ninero 19.047.一 Modifica diversos textos

legales que indica,a fin de garantizar en nleJor forma los derechos de las

personas,D滋 /zaげC″み14 de febrero de 1991,pp.1-4.

24)1975年 の布告第 1,009号 によって,内戦 もしくは対外戦争による戒厳令発

令中は法律上「戦時」 と見なされ,ま た,治安 もしくは国内政変を理由とす

る戒厳令下では国家安全保障法に定める一部の犯罪が法律上「戦時」の犯罪

と見なされると規定された。“Decreto ley nimero l.009.― Sistematiza normas

sobre protecci6n iurfdiCa de los derechos prOcesales de los detenidos por

delitos contra la seguridad nacional por los oraganismos que indica y

modifica disposiciones lcgales que seiala,"I."Iα ′I.050グθε,lθ′θs ιηθs

JJεttJθs夕ογあ jttπ″ グθ Gθらた,ηzθ グθ″ Rψ′biをCα αθ C力′た Santiago,

Editorial Jurfdica de Chile,1975,pp.40-41.

25)正式名称は「法律第19,029号 :軍事裁判法,刑法,法律第12,927号 ,法律
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第17,798号 を改正する法」。 Ley nimero 19.029.― Modifica el C6digo de

JuStiCia Militar,el C6digo Penal,la Ley N° 12.927 y la Ley N° 17.798.,

Diαttο ttc″み23 de febrero de 1991,pp.1-2.

26)正式名称は「法律第19,027号 :テ ロリストの行為を定義しその刑罰を定め

る法律第18,314号 を改正する法」。Ley nimero 19.027.― Modifica ley nimero

18.314, oue deterHlina conductas terroristas y fiia su penalidad, IMα 残o

"α

αみ24 de enero de 1991,pp.1-2.

27)強盗殺人傷害,誘拐殺人傷害,幼時虐待など,37罪状について死刑適用が

残存 した。ただし,そ のうちの29罪状は戦時における軍人の犯罪である。

28)モ ンテロ空軍将軍・軍法務官委員長が意見を陳述 し,軍事裁判所の構成変

更,権限縮小に反対 した。しかし,軍事裁判所から通常裁判所への審理移管

措置については政府原案を支持した。]π ′γttπQ 6 de abril de 1990,pp.

Al,15.

29)EJ πικπηθ,9 de enero de 1992,pp.Cl,10.

30)E′ πικπηθ,27 de febrero de 1991,pp.Cl,6.

31)正式名称は「法律第19,102号 :代理高等裁判所判事を任命する権限を共和

国大統領に供与する法」。1年間の時限立法 として制定された。 Ley namer。
19。 102.― Autoriza al Presidente de la Repablica para designar Ministros de

Corte de Apelaciones Reemplazantes,D"η ο ttc″′,1l de diciembre de

1991,p.3.本 法公布の時点で,移管されていた420件の審理がいぜん継続中

であり,最高裁は24名の臨時高裁判事の任命を大統領に要請 した。

32)正式名称は「法律第19,114号 :人びとの権利をよりよく保障することを目

的に諸法規を定める法律第19,047号 を改正する法」。政治囚審理の手続きとし

て抗弁期日 6日以内,証拠提出猶予期間 8日 以内,判決15日以内 (た だし,

訴訟書類頁数や被告人数などに応じて延長可)と するなどの期限を定めた。

Ley ndmero 19.114.―  Introduce modificaciones a la Ley N° 19.047, que

establece normas cOn el fin de garantizar en meiOr fOrma 10s derechos de

las personas,D″ ηθ ttc滋ム4 de enero de 1992,pp.1-2.

33)正式名称は「法律第19,055号 :共和国憲法を改正する法」: Ley nimero
19.055.一 Modifica la Constituci6n Polltica de la Repiblica,D滋 ″θ ttc滋4

l de abril de 1991,pp.2-3.

34)第 9条は「テ百犯罪には死刑を無期懲役刑に減刑する以外のいかなる個別

恩赦 も与えられない」 との規定に改められた。また,そ れに適合させるため,

第19条第 7項の e(テ ロ囚への仮釈放措置),お よび第60条第16項 (テ ロ囚に

大赦,一般恩赦を供与するための法案成立要件)の規定 も一部改正された。

35)正式名称は「法律第19,172号 :悔悟法」。 4年間の時限立法 として制定され

た。 Ley nimero 19.172.― Ley sobre arrepentimiento eficaz,Dα ″ο ttc滋ム
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4 de noviembre de 1992,pp.1-2.

36)E′ 解θ%銘ηθ (θ″た′σ″勿ル″αθあπα′),semana del 13 al 19 de enero de

1994,pp.1-2.

37)1975年 の法令第504号 に基づき,反体制活動の嫌疑で拘留されていた多 くの
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